
 

令和 8 年度公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団 

助成金交付申請の取扱要領 

 

 栃木県共同募金会 

 

～この助成事業について～ 

 

中央競馬馬主社会福祉財団（以下「福祉財団」という。）とは、かねてから中央競馬

の馬主の間で、目に見える形で社会福祉に貢献したいという気運があり、これにあわせ

て競馬に対する社会認識を高めることを目的として競馬賞金の一部を自主的に拠出し

て社会福祉施設等に対し助成を行うようになったものです。 

この事業の助成金の申請は、各地の日本中央競馬会の競馬場にある馬主協会又は各都

道府県共同募金会で受付を行います（栃木県では、栃木県共同募金会が申請受付を行い、

福祉財団に推薦を行います）。 

なお、本県に対する令和 8 年度の助成総額は、617 万円です。 

 

１ 助成の対象団体  

社会福祉事業を行う社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人又は特定非営利活

動法人。 

 ※ 特定非営利活動法人の場合には、社会福祉協議会の推薦が必要。 

 

２ 助成対象事業 

   福祉財団からの交付決定後、令和 9 年 3 月 31 日までに実施される民間社会福祉施

設における次に掲げる事業を対象とする。  

（１）施設の設置、拡充又は改築 

（２）備品又は自動車の購入 

 

３ 助成額  

総事業費の４分の３以内で、概ね１００万円程度まで（万円単位）。 

 

４ 助成対象事業の基準  

（１） 総事業費は必ず消費税を含んだ額とする。  

（２）自動車については、本体・付属品及び登録諸費用等も助成事業費の対象とするこ

とができる。（任意保険、ロードサービス関連費用、メンテナンス費用は除く。） 

・ 免税や減税の措置が受けられる場合には、その内容を反映した総事業費や見積

額により申請をすること。 



 

５ 申請の制限  

（１）公的補助金又は民間助成団体の助成金等と重複する事業については、申請を受け

付けない。 

（２）前年度に、中央競馬馬主社会福祉財団からの助成を受けた法人からの申請は、受

け付けない。 

（３）同一の年度に、「共同募金の配分申請」を行う法人からの申請は、受け付けない。 

（４）前年度に、「共同募金施設等整備配分」の配分決定を受けた福祉施設等からの申

請は、受け付けない。 

（５）同一の年度に、栃木県共同募金会以外の各都道府県共同募金会又は各馬主協会等

を通じて、福祉財団からの助成を申請する法人からの申請は、受け付けない。 

 

６ 受付  

令和 8 年 4 月 30 日（木）までに「助成金希望書」を栃木県共同募金会（以下、「本

会」 という。）に提出すること（※郵送可。ただし、4 月 30 日必着）。 

また、後日開催する事務説明会（後日、個別に連絡する） に参加の上、令和 8 年

6 月 24 日（水）までに「助成事業実施計画申請書及び添付書類」 ２部を本会に提出

すること（福祉財団１部、本会１部）。 

 

７ 助成事業実施計画申請書の添付書類  

（中央競馬馬主社会福祉財団のホームページ 

https://www.jra-umanushi-hukushi.or.jp/reiwa-8/reiwa-8-4-1#table-1 を参照） 

（１）「本財団の助成を受けた事業の実績（過去５年分）」・・・・様式２  

（２）添付書類一覧・・・・様式３ 

 ア 所在地（施設）の社会福祉協議会の推薦状（ＮＰＯ法人のみ） 

 イ 定款 

 ウ 役員名簿（役職の就任日、人気及び現在日等が最新のもの） 

 エ 前年度の貸借対照表（申請施設を含む法人全体のもの） 

 オ 前年度の財産目録（申請施設を含む法人全体のもの） 

 カ 見積書の写し等 

※ 見積書の金額は消費税等の諸税を含んだ額 

※ 備品購入の場合：定価と値引き額を明記。設置工事等を伴う場合には、工事

費用も明記 

※ 車両購入の場合：車両本体価格は必ず明記（価格表も必要）。しゃりょうには

福祉財団の名称・ロゴマークの表示が必要なので、当該費用は必ず計上・ 

※ 工事の場合：主な材料の価格・数量、施工面積、工賃及び設計料等の積算基

礎を全て明記。必ず内訳書の積算内容について確認を。 

https://www.jra-umanushi-hukushi.or.jp/reiwa-8/reiwa-8-4-1#table-1


キ 備品等のカタログ（申請事業が設備・備品・車両等の場合に添付。定価の記載

がない場合は価格表、定価証明書等を添付） 

ク 建築物等の設計図（申請事業が建築物等の場合に添付。施工場所、施工面積、

設置物の位置等が確認できる図面も添付する） 

 ケ 当該施設のパンフレット等（施設の概要（事業内容・規模等）がわかるもの） 

 

８ 推薦業務 

 本会は、配分委員会に諮って推薦金額を定め、7 月末までに福祉財団に推薦を行う。  

 

９ 決定  

交付決定通知は、福祉財団から本会を経由して各法人に通知する。 

（参考：令和 7 年度の交付決定は、9 月上旬に通知） 


